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大津市屋外広告物条例及び大津市屋外広告物条例施行規則に係る様式等制定要領 

 

１ この要領は、大津市屋外広告物条例（平成２０年条例第５３号。以下「条例」という。）及び

大津市屋外広告物条例施行規則（平成２１年規則第５３号。以下「規則」という。）の施行に関

し、必要な様式等を定めるものとする。 

２ 規則第２条に規定する所定の様式による届出書は、景観保全型広告整備地区屋外広告物届出

書（別記様式第１号）とする。 

３ 規則第４条に規定する所定の様式による通知書及び届出書は、国・地方公共団体屋外広告物

通知書（別記様式第２号）及び公共的団体屋外広告物届出書（別記様式第３号）とする。 

４ 条例第１０条第１項に規定する許可申請書並びに規則第１２条第１項及び第３項に規定する

所定の様式による申請書は、屋外広告物（許可・変更許可・継続許可）申請書（別記様式第４

号）とする。 

５ 規則第９条に規定する所定の様式による完了届は、屋外広告物設置完了届（別記様式第５号）

とする。 

６ 規則第１０条に規定する所定の様式による届出書は、住所氏名変更届出書（別記様式第６号）

とする。 

７ 規則第１２条第３項に規定する所定の様式による安全性の点検に係る調書は、屋外広告物 

安全点検調書（別記様式第７号）とする。 

８ 規則第１３条に規定する所定の様式による届出書は、屋外広告物除却届（別記様式第８号）

とする。 

９ 条例第２９条第１項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書（別記様式第９号）とする。 

１０ 条例第２９条第２項に規定する登録申請者が条例第３１条第１項各号のいずれにも該当し

ない者であることを誓約する書面は、誓約書（別記様式第１０号）とする。 

１１ 規則第１９条第２項第２号に規定する登録申請者の略歴を記載した書面は、登録申請者略

歴書（別記様式第１１号）とする。 

１２ 規則第２０条に規定する所定の様式による届出書は、屋外広告業登録事項変更届出書（別

記様式第１２号）とする。 

１３ 条例第３４条第１項に規定する廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書（別記様式第 

１３号）とする。 

１４ 規則第２３条に規定する所定の様式による申請書は、屋外広告物講習会受講申請書（別記
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様式第１４号）とする。 

１５ 規則第２５条第１項に規定する所定の様式による申請書は、業務主任者認定申請書（別記

様式第１５号）とする。 

   附 則 

 この要領は、平成２１年４月 1 日から施行する。 

 この要領は、令和４年３月７日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 1 この要領は、令和７年１１月 1日から施行する。 

  （経過措置） 

 2 この要領の施行の際限にあるこの要領による改正前の様式（次項において「旧様式」という。） 

により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。 

 3 この要領の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使 

  用することができる。 


